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医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 
中間取りまとめについて 

平成27年２月18日 
厚生労働省 



医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 

○ 医療等分野の情報連携に用いる番号のあり方、情報連携が想定される具体的な利用場面、番号制度のイ
ンフラの活用の考え方等について、有識者で検討を行う。平成26年５月から７回にわたって議論を行い、
同年12月に中間的にとりまとめを行った。 

飯山 幸雄  国民健康保険中央会常務理事 

石川 広己  日本医師会常任理事 

大道 道大  日本病院会副会長 

大山 永昭  東京工業大学像情報工学研究所教授 

伊奈川 秀和 全国健康保険協会理事 

金子 郁容    慶應義塾大学政策・メディア研究科教授【座長】 

佐藤 慶浩  日本ヒューレット・パッカード（株）個人情報保護 
       対策室室長 

霜鳥 一彦  健康保険組合連合会理事 

新保 史生  慶應義塾大学総合政策学部教授 

田尻 泰典  日本薬剤師会常務理事 

冨山 雅史   日本歯科医師会常務理事 

馬袋 秀男  『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会 
       特別理事 

樋口 範雄  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

南  砂    読売新聞東京本社調査研究本部長 

森田 朗    国立社会保障・人口問題研究所長 

山口 育子  NPO法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ理事長 

山本 隆一  東京大学大学院医学系研究科特任准教授【座長代理】 

・医療等分野における番号の具体的な利用場面 

 ①医療保険のオンラインでの資格確認 

 ②医療機関等の連携（地域レベル、複数地域間） 

 ③健康・医療の研究分野（追跡研究、大規模分析） 

 ④健康医療分野のポータルサービス 

 ⑤がん登録             等 

・番号を活用した情報連携基盤、技術検証 等 

 

・医療等分野における番号の活用等については、
平成24年９月に、医療関係者、保険者、情報政
策の有識者等による検討会のとりまとめで、
「詳細な仕組みや利用場面を分かりやすい形で
提示し、その必要性を含め検討する必要があ
る」とされた。 

・平成26年６月の日本再興戦略（閣議決定）では、
「医療等分野における番号制度の活用等に関す
る研究会において、医療分野における番号の必
要性や具体的な利活用場面に関する検討を行い、
年内に一定の結論を得る」とされている。 

研究会設置までの経緯 構成員 

検討事項 
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○ 社会保障・税番号制度は、行政機関等を情報連携対象として、社会保障・税・災害対策の各分野で利用す
ることとされている。 

税 
社会保障 

民 間 
現金情報 診療情報等 

個人番号 
（社会保障・税番号制度） 

 

将来的に個人番号の 
民間利用を検討 医療等分野 

の番号制度 

社会保障・税分野の法定手続に必要な
情報について、関係する行政機関間で
情報連携する仕組みを構築する。 

社会保障・税番号法の附則に、この
法律の施行後３年を目途として検討
を行い、必要な場合に所要の措置を
講ずるものとする旨を規定 

番号制度でのマイナンバーの利用範囲について 

社
会
保
障
分
野 

年
金 

年金の資格取得･確認・給付に利用 
○国民年金法、厚生年金保険法による年金の支給に関する事務 
○確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務 

労
働 

雇用保険等の資格取得・確認・給付。ハローワーク等の事務に利用 
○雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務 
○労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務 等 

福
祉
・
医
療
等 

保険料徴収等の医療保険者の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等に利用 
○健康保険法、介護保険法等による保険給付、保険料の徴収に関する事務 

○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務 
○障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務 
○生活保護法による保護の決定、実施に関する事務 等 

税分野 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用 
災害対策 被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用 

上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用 

○個人番号の利用範囲（番号法別表） 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律」（平成25年法律第27号） 
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医療等分野での番号の活用に関する議論の全体像（中間まとめ）  

○番号法の目的（法第１条） 
・行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号を活用し

て、効率的な情報の管理と利用、他の行政事務を行う者と
の間で迅速な情報の授受ができるようにする 

・これにより、①行政運営の効率化と行政分野での公正な給
付と負担の確保、②手続きの簡素化など国民の利便性の向
上が得られるようにする 

○利用範囲（法別表） 
・医療保険・年金の給付、保険料の徴収 
・雇用保険等の資格取得・確認、給付 
・生活保護、児童扶養手当等の福祉分野 等 

医療保険のオンラインでの資格確認 
※保険者はマイナンバーで資格情報を管理するので、
資格確認手続きのうち保険者でマイナンバーを活用 

予防接種の履歴管理 
市町村での接種歴の管理、本人への通知等 

・行政機関・保険者は住所情報や保険資格情報を個人番号で管理 
・社会保障・行政サービスの向上・効率化に資する 

現行の番号法の枠組みの中で、行政機関・保険者
がマイナンバーを用いることについて検討 

保険者間の健診データの連携 
資格異動時での特定健診など健診データの連携 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律」（平成25年法律第27号） 

医療機関・介護事業者等の連携 
（地域レベル、複数地域間での連携） 

・病院での検査結果をかかりつけ医の診療に活用 
・救急医療で他医療機関での過去の診療情報を確認 
・医療・介護従事者が連携して地域包括ケアを実現 

健康・医療の研究分野 
（コホート研究、大規模な分析） 

本人への健康医療情報の提供・活用 
（ポータルサービス） 

医療等分野の個人情報の特性を考慮し、オンライン資格確
認のインフラの活用を含め、個人情報保護を含めた安全性
と効率性・利便性が確保された仕組みを検討 

【番号制度のインフラとの関係】 
・現行の番号法の枠組み（目的規定）は、行政機関等がマイナンバーを用い

ると規定。医療機関等でマイナンバーを用いることは想定していない 

・番号制度では、保険者が資格情報をマイナンバーと紐づけて管理。保険者
が資格情報を用いる場合など、安全で効率的な情報連携とするため、番号
制度のインフラの活用も必要 

・マイナンバーとは別に見える番号を発行するのはコストがかかる。電磁的
な符号のほうが、安全性の確保と二重投資を避ける観点から望ましい 

・番号・符号が重複しないよう、住民票コード又はマイナンバーから変換す
る方法等により生成し、利用を希望する者が使う仕組みが必要 

・医療情報の第三者提供は本人同意が前提。個人ごとに情報の提供範囲が異
なりうるので、一律な情報照会と回答が難しい 

医療等分野での番号（電磁的符号を含む）※ を用いた情報連携 

※いずれの利用場面も医療機関等ではマイナンバーは用いない 

※全国がん登録への活用は突合事務等の実務的な課題を検討 

※マイナンバーに限定しない 

※いずれの利用場面も医療機関等ではマイナンバーは用いない 
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医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 中間まとめ 

○ 医療等分野の個人情報は、患者と医療・介護従事者が信頼関係に基づき共有しており、病歴や服薬の履歴、健診の結果など、
第三者には知られたくない情報がある。利用について本人同意を得るとともに、患者個人の特定や目的外で使用されないよう、
機微性に配慮した個人情報保護の措置を講じる必要がある。 

○ 医療等分野の情報連携のあり方については、以下のような意見があった。 
 ・ 本人の同意のもとで希望する患者が番号を持つ仕組みとし、共有する病歴の範囲について患者の選択を認め、患者が共有

して欲しくない病歴は共有させない仕組みを検討する必要がある 
 ・ 患者に必要なサービスを提供する際の同意のあり方など、本人同意やプライバシールールのあり方の検討が必要 

１．医療等分野での番号（電磁的符号を含む）による情報連携のあり方 

○ 番号法では、目的規定（第１条）で、行政機関等が行政運営の効率化等のためマイナンバーを用いるとしており、医療機関
等でマイナンバーを用いることは想定していない。他方、行政機関や保険者はマイナンバーと紐づけて資格情報等を管理する
ので、安全で効率的な情報連携を行うため、行政機関や保険者ではマイナンバーを用いる必要がある。 

○ 医療等分野で用いる番号（電磁的符号を含む）は、重複しない番号を交付するため、住民票コード又はマイナンバーから変
換する方法等により生成し、利用を希望する者が使う仕組みとする必要がある。 

○ マイナンバーとは別に「見える番号」を発行するのはコストがかかる。「見えない番号（電磁的な符号）」のほうが、安全
性を確保しつつ二重投資を避ける観点から、望ましい。 

２．番号制度のインフラとの関係 

○ 「医療機関・介護事業者等の連携」や「健康・医療の研究分野」等で、医療等分野での番号（電磁的符号を含む）を用いた
情報連携の仕組みが必要。行政機関と保険者は資格情報等をマイナンバーで管理するので、「保険者間の資格異動時の健診
データの連携」と「予防接種歴の自治体間の連携」で、これらの情報の連携にマイナンバーを用いることを検討。 

○ 医療保険のオンライン資格確認は、既存のインフラも活用しつつ、資格情報とマイナンバーを紐づける番号制度のインフラ
を活用し、できるだけコストがかからない安全で効率的な仕組みについて、保険者・保険医療機関等の関係者との協議を通じ
て検討する。個人番号カードを用いる場合、ＩＣチップをカードリーダーで読み取る、表面のみが見えるカードケースの利用
など、マイナンバーが視認されない仕組みを検討する。 

○ 医療等分野の情報連携に用いる番号のあり方については、オンライン資格確認で実現されるインフラの活用を含め、個人情
報保護を含めた安全性と効率性・利便性の両面が確保された仕組みを検討する。 

３．医療等分野の情報連携の具体的な利用場面等 
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医療保険のオンライン資格確認の仕組み（イメージ） 

【資格確認の主な流れ】 
 ①：被保険者は、保険医療機関・薬局に受診する際、個人番号カードを提示する 
 ②～④：保険医療機関・薬局は、本人の確認をして、職員等がⅠＣチップから電子証明書を読取り、「資格確認サービス機

関(仮)」に対し、電子証明書に対応する医療保険の資格情報を要求する 
 ⑤～⑦：「資格確認サービス機関(仮)」は、公的個人認証サービスに電子証明書に対応する機関別符号を照会。回答された

機関別符号を用いて、電子証明書に対応する資格情報を引き当てて、保険医療機関等に通知する。 

本人 

①カードを提示 

②本人の確認（カードの写真と照合等） 
③ICチップから電子証明書を読取り 
④資格情報の要求 

個人番号カード 

保険医療機関・薬局 

⑦資格情報の確認・記録 
資格情報 

⑥電子証明書に対応 
 する資格情報を 
 引当て・応答 

○ 公的個人認証の仕組みを活用して、保険医療機関等は、個人番号カードから電子証明書を読み取り、資格
確認サービス機関（仮称）に資格情報の照会・確認を行う。保険医療機関等では番号・符号を用いない。 

医療保険者（協会けんぽ、 

健保組合、市町村国保、 
後期広域連合等） 

（例）レセプト請求 
の専用回線 

電子証明書 

電子証明書 

   
    

電子証明書 

資格情報 マイナンバー 

電子証明書 

資格情報 

※医療保険制度で、保険者が個人番号
カードを被保険者証として認証する
仕組みとした場合、被保険者証の提
示は要しない仕組みにできる 
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資格確認サービス機関(仮称) 

機関別符号 

公的個人認証サービス 
（地方公共団体システム機構） 

機関別符号 

⑤電子証明書に対応する 
 機関別符号を照会・回答 

マイナンバー 

機関別符号 

○保険者の委託を受けて、全保険者の資格情報を管理・検索する「資格確認
サービス機関」が必要 

○資格確認サービス機関は、保険者全体の機関別符号（保険者が変わっても符
号は変わらない）を取りまとめる。公的個人認証サービスは、資格確認サー
ビス機関からの照会に対し、電子証明書に対応する機関別符号を回答する 

保険者の委託を受けて、 
マイナンバーと紐づけて 
資格情報を管理 

（※）公的個人認証の仕組みを活用した検討の一例。導入コストや運営コストを含め、保険者・関係機関との調整が必要 

５ 



個人番号カードの機能と期待される活用方法 

マイナンバー（カード裏面の12桁の番号）ではなくＩＣチップの領域を活用した方法 

表面 裏面 

マイナンバーは個人番号カードの
裏面に記載 
 
定められた利用目的以外でのマイ
ナンバーの書き写し等は不正利用
であり、法律で禁止されている 

公的個人認証 独自利用領域に 
カードアプリケーションを搭載 

電子証明書 

カードアプリケーション 

現在の住基カードでの活用例（条例を制定） 
・住民票、印鑑証明書、税証明書等の交付サービス 
 （事業者と協定して、コンビニでの交付も実現） 
・図書館の利用カード 

※ＩＣチップに搭載するカードアプリケーションは、独自サービスの提供に必要な情報を登録し、それぞれのサービスに
専用に利用される。他のサービスからの利用・参照ができないなど、セキュリティも配慮されている。 

ＩＣチップ 

公的個人認証の活用例 
・ｅ－ｔａｘなどインターネットの行政手続き 
 での本人確認 
・インターネットでの預金口座の開設等 
・マイ・ポータルの本人確認（番号制度で検討） 

６ 


